
【
新
・
増
築
の
家
屋
調
査
に
ご
協
力
を
】

町
で
は
、
固
定
資
産
税
の
適
正

な
課
税
の
た
め
、
新
築
ま
た
は
増

築
さ
れ
た
住
宅
・
物
置
・
倉
庫
な

ど
の
家
屋
を
対
象
に
家
屋
調
査
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

家
屋
を
新
・
増
築
さ
れ
た
と
き

は
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

な
お
、
簡
易
的
な
物
置
や
車
庫

で
あ
っ
て
も
、
外
気
分
断
性
・
用

途
性
・
土
地
へ
の
定
着
性
の
要
件

を
満
た
す
場
合
は
固
定
資
産
税
の

課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
家
屋
の
取
壊
し
お
よ
び
所
有
権

移
転
に
つ
い
て
】

◯
家
屋
を
取
壊
し
た
場
合

未
登
記
家
屋
を
取
壊
し
た
場
合

は
、
下
記
ま
で
届
出
を
行
い
、
登

記
済
み
の
家
屋
を
取
壊
し
た
場
合

は
、
法
務
局
で
滅
失
登
記
の
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※�

固
定
資
産
税
の
賦
課
期
日
は
毎

年
１
月
１
日
で
す
。
賦
課
期
日

ま
で
に
手
続
き
が
完
了
し
な
い

場
合
、
翌
年
度
も
引
き
続
き
課

税
さ
れ
ま
す
。

◯
所
有
権
を
移
転
し
た
場
合

未
登
記
家
屋
の
所
有
権
を
移
転

し
た
場
合
は
、
下
記
ま
で
届
出
を

行
い
、
登
記
済
み
の
家
屋
の
所
有

権
を
移
転
し
た
場
合
は
、
法
務
局

で
所
有
権
移
転
の
手
続
き
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

※�

取
壊
し
た
場
合
と
同
様
、
賦
課

期
日
ま
で
に
手
続
き
が
行
わ
れ

な
い
場
合
、
引
き
続
き
元
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

【
住
宅
用
地
の
特
例
に
つ
い
て
】

住
宅
の
敷
地
と
し
て
利
用
さ
れ

て
い
る
土
地
に
は
、
固
定
資
産
税

が
軽
減
さ
れ
る
住
宅
用
地
の
特
例

が
適
用
さ
れ
ま
す
（
１
／
６
ま
た

は
１
／
３
に
軽
減
）。

こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
た

め
に
は
、
住
宅
用
地
の
申
告
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。

な
お
、
既
に
特
例
が
適
用
さ
れ

て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
建
て

替
え
な
ど
が
な
い
限
り
、
改
め
て

申
請
す
る
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※�

住
宅
用
地
の
特
例
は
、
住
宅
の

敷
地
面
積
や
家
屋
の
床
面
積
な

ど
の
要
件
に
よ
り
、
適
用
の
範

囲
が
異
な
り
ま
す
。

【
届
出
先
】

・
財
務
課
資
産
税
係

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

財
務
課
資
産
税
係

☎
０
１
３
７

−

62

−

２
１
１
４

固
定
資
産
税
に
関
す
る

お
知
ら
せ

令
和
７
年
度 

消
防
庁
長
官

永
年
勤
続
功
労
章

国
民
健
康
保
険
の

届
出
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
場

合
や
、
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
、

国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
場
合

な
ど
は
、
役
場
窓
口
で
届
出
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
　
　

な
お
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利

用
中
の
方
も
自
動
的
に
切
り
替
わ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
必

ず
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※�

手
続
き
に
必
要
な
書
類
な
ど
に

つ
い
て
は
、
町
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

非
自
発
的
失
業
者
に
対

す
る
国
民
健
康
保
険
税

の
軽
減
に
つ
い
て

倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど

に
よ
り
離
職
さ
れ
た
方
は
、
国
民

健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

役
場
窓
口
で
申
請
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

【
対
象
と
な
る
方
】

離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま

で
の
期
間
に
お
い
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
失
業
給
付
を
受

け
る
方

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
倒
産・解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
）

②�

雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

（
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
）

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・�

国
民
健
康
保
険
の
資
格
情
報
が

分
か
る
書
類

・�

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た

は
雇
用
保
険
受
給
資
格
通
知

※�

詳
し
く
は
町
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

【
申
請
先
】

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

☎
０
１
３
７

−

62

−

２
１
１
２

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

町ＨＰ

町ＨＰ

飯い
い  

田だ     
浩ひ

ろ
し 

氏

（
熊
石
泊
川
町
）

飯
田
さ
ん
は
、
平
成
４
年
に
檜

山
広
域
行
政
組
合
熊
石
町
消
防
団

に
入
団
し
て
以
来
、
現
在
ま
で
34

年
の
永
き
に
わ
た
り
、
消
防
団
員

と
し
て
幾
多
の
火
災
や
災
害
に
出

動
し
、
地
域
防
災
に
ご
尽
力
さ
れ

ま
し
た
。

令
和
６
年
４
月
か
ら
は
八
雲
町

熊
石
消
防
団
の
副
団
長
と
し
て
、

豊
富
な
消
防
経
験
を
基
に
団
員
の

育
成
指
導
、
消
防
施
設
の
整
備
な

ど
に
も
積
極
的
に
取
り
組
む
な
ど

消
防
団
組
織
の
さ
ら
な
る
向
上
・

発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
と
と
も

に
、
複
雑
多
様
化
す
る
各
種
災
害

に
対
応
で
き
る
消
防
体
制
づ
く
り

に
も
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、

こ
の
た
び
の
受
章
と
な
り
ま
し
た
。

2広報 5月号やくも


